
野田市助産及び母子保護の実施に関

する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

令和５年２月１４日 

 

野田市長 鈴 木  有  



野田市規則第７号 

 

   野田市助産及び母子保護の実施に関する規則の一部を改正する規則 

 

野田市助産及び母子保護の実施に関する規則（平成３１年野田市規則第４４

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４項第２号中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改め

る。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


